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別記「総合評価落札方式に関する事項」 

土木工事 

 

本工事における総合評価落札方式の評価方法については、次のとおりです。 

 

（１）評価値の算出方法 

入札参加者の技術資料により、（２）の項目を評価して加算点を計算します。 

評価点は、次の式で計算します。 

評価値＝ 
標準点＋加算点 

× 
予定価格 

標準点 入札価格 

標準点は１００点であり、加算点合計は最大２８．５２４点です。 

 

（２）評価項目と評価基準 

   各評価項目について、下記の評価基準に基づき加点します。 

ア 企業の技術力に関する事項（配点１２９点） 

評価項目 評価基準 加算点 

① 企業評価対象工事の施工実績 

（過去５年間：●年４月１日から技術資料を

提出する前日までに完了） 

※1※2※3※4 

３件以上 ３点 

２件   ２点 

１件   １点 

上記項目に該当しない ０点 

② 同一業種の工事成績 

（過去５年間：●年４月１日から技術資料を

提出する前日までに完了） 

※4※5 

８０点以上 ３２点 

７５点以上８０点未満 
１．５１

点 

上記項目に該当しない ０点 

③ ＩＳＯ９００１の認証取得  

※6 

認証あり １点 

上記項目に該当しない ０点 

④ 中長期的な担い手の確保 

（過去３年間：●年４月１日以降に満年齢２

９歳以下の技術者を正規社員として雇用し

た実績） 

※7※8 

２名以上雇用実績あり ２点１点 

１名雇用実績あり １点 

雇用実績なし ０点 

⑤ 建設機械の保有又は長期リース（1年以上） 

※9※10※11 

台数 6台以上 １点 

上記項目に該当しない ０点 

⑥ 日進市建設工事優良施工業者表彰又は、国土

交通省、愛知県の優良工事表彰の受賞実績  

（過去５年間：●年４月１日以降） 

※12 

日進市 ２１点 

日進市以外 
１０．５

点 

上記項目に該当しない ０点 

※1 国（特殊法人等を含む。）、地方公共団体発注の工事を対象とします。 

本公告における特殊法人等には以下の者が該当します。 

(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12年法律第 127 号）第

2 条で規定された法人 

(2) 地方公社 

① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」 

② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公

社」 

③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」 
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(3) 認可法人等 

公共施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受け

た法人 

※2 単独受注施工した工事を１件とします。共同企業体施工については、共同企業体施工

２件を単独受注施工１件として計算します。１未満の端数は切り捨てた件数で評価し

ます。 

※3 公共工事の分野は、公告６－（５）に該当する分野でかつ公告６－（９）の要件を備

え、工事実績情報システム（コリンズ）に登録されている工事であることとします。 

※4 過去の共同企業体による実績及び工事成績は、当該共同企業体の出資比率３０％以上

の構成員に限り対象とします。また、出資比率で按分し算定した金額（小数点以下切

捨て）を施工実績の対象となる金額（小数点以下切捨て）とします。 

※5 日進市又は愛知県が入札により発注しかつ上記※3 の条件を備えたものの工事成績評

定点とします。過去５年間に完了した工事のうち最高点１件を選択してください。 

※6 本件入札に参加する営業所が認証されていることとします。 

※7 該当する正規社員（正規社員とは、期限の定めの無い雇用契約を締結する労働者のこ

とをいう。以下同じ。）については、雇用開始時に満年齢２９歳以下であることとし

ます。ただし、同一企業での再雇用は認めません。また、公告日の時点で３ヶ月以上

直接かつ恒常的な雇用関係にあり、落札者決定時点で、雇用が継続していることが必

要です。 

※8 本項目における技術者の定義として、次の①又は②のいずれかに該当する者とします。 

①建設業法２６条に規定する技術者 

②建設業法第７条第２号イで定める学校の建設業法施行規則第１条に定める学科（国

土交通省令で定める学科）を卒業した者又は施工技術検定規則第５条第１項第６号、

同条第２項第１号ハ、同項第２号ハ、同項第３号ハ及び同項第４号ハの規定により、

技術検定試験の受験資格の認定を受けた者 

※9 元請企業としての保有又は 1 年以上の長期リースに限り対象とします。下請企業の保

有（又はリース）、他の元請企業や下請企業との共有名義による保有（又はリース）

は対象としません。 

※10 対象機種は、経営事項審査における評価対象になる建設機械と同様であり、組合せは

問いません（同一機種の複数保有も認める。）。ただし、ダンプ車のみ以下の規格とし

ます。 

※11 公告日時点で保有又は 1年以上の長期リース期間が契約書等により確認できるものを

認めます。 

対象機種・規格は以下のとおり 

機種 

シ ョ ベル

系堀削機 

ブ ルド ー

ザー 

ト ラ ク タ

ー シ ョ ベ

ル 

モ ー タグ

レーダー 

ダンプ車 移 動 式ク

レーン 

規格 

 自重 3ｔ以

上 

バ ケ ッ ト

容量0.4㎥

以上 

自重 5ｔ以

上 

最 大 積載

量 2ｔ以上 

吊 り 上げ

荷重 3ｔ以

上 

※12 表彰状等の日付が、期間内で技術資料を提出する前日までのものを実績として認めま

す。国土交通省の対象表彰は、大臣表彰、中部地方整備局長表彰、事務所長表彰とし

ます。表中、評価項目⑥のうち、二つ以上の評価基準に該当する場合は、高い点数の

みを加算します。 
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 イ 配置予定の主任技術者、監理技術者（以下「配置予定技術者」という。）の能力に関

する事項（配点７点） 

評価項目 評価基準 加算点 

① 技術者の評価対象工事の施工実績 

（過去５年間：●年４月１日から技術資料

を提出する前日までに完了） 

※1※2※3※5※6※7 

２件以上 ２点 

１件 １点 

上記項目に該当しない ０点 

② 技術者の同一業種の工事成績 

（過去５年間：●年４月１日から技術資料

を提出する前日までに完了） 

※3※4※5※6※7 

８１点以上 ３点 

７８点以上８１点未満 ２点 

７５点以上７８点未満 １点 

上記項目に該当しない ０点 

③ 継続教育（ＣＰＤ）の取組実績 

（過去２年間：●年４月１日から技術資料

を提出する前日までの範囲） 

※6※7※8 

継続教育の証明あり 1 点 

継続教育の証明なし ０点 

④ 配置予定技術者の資格 

※9※10 

１級建設機械施工技士又は

１級土木施工管理技士 
1 点 

上記項目に該当しない ０点 

※1 国（特殊法人等を含む。）、地方公共団体発注の工事を対象とします。 

   特殊法人等については、企業の技術力に関する事項の※1 と同様とします。   

※2 単独受注施工した工事を１件とします。共同企業体施工については、共同企業体施工

２件を単独受注施工１件として計算します。１未満の端数は切り捨てた件数で計算し

ます。 

※3 配置予定技術者が主任（監理）技術者又は現場代理人として施工した実績を求めるも

のとし、技術者が途中で交代した工事については、工期の半分以上かつ完了時まで従

事した実績のみ認めます。 

※4 元請として単独受注した日進市又は愛知県発注の工事成績評定点とします。技術者ご

とに、過去５年間に完了した工事のうち最高点１件を選択してください。 

※5 公共工事の分野が公告６－（５）で指定する分野で、工事実績情報システム（コリン

ズ）に登録されている工事であることとします。 

※6 過去の共同企業体による実績及び工事成績は、当該共同企業体の出資比率３０％以上

の構成員に所属の者に限り対象とします。 

※7 ①、②、③の実績及び④の資格は、同一人物のものであること。なお、入札参加申込

の時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、複数記入された技術者の

うち最も低い点数を使用します。 

※8 配置予定技術者が、建設系ＣＰＤ協議会の加盟団体が発行する認定ＣＰＤの実績証明

書の認定時間数において、対象期間内に１年間の推奨単位を取得していることが必要

です。 

※9 入札参加申込の時点で配置予定技術者を特定することができず、複数記入された配置

予定技術者に加算点の評価基準を満たさない者がいる場合は、加算点はありません。 

※10 対象工事が管工事である場合は、１級管工事施工管理技士も対象とします。 

 

 ウ 地域精通度・地域貢献度に関する事項（配点９．５８点） 

評価項目 評価基準 加算点 

① 地域内における拠点の有無 

※1 

日進市内に本店 有 ２点 

日進市内に本店 無 ０点 

② 災害協定等締結の有無 

※2 

日進市と協定の締結 有 １点 

日進市と協定の締結 無 ０点 
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③ 愛知県内におけるボランティア活動実

績の有無 

（過去２年間：●年４月１日から技術資

料を提出する前日までの活動） 

※3 

日進市内の実績 有 １点 

愛知県内の実績 有 ０．５点 

上記項目に該当しない  ０点 

④ ワーク・ライフ・バランスの取組 

※4 

「愛知県ファミリー・フレンドリー企

業」の登録又は「女性の活躍促進宣言」

の有無 

実績 有 ０．５点 

実績 無 ０点 

⑤ 女性活躍推進の取組 

※5 

実績 有 ０．５点 

実績 無 ０点 

⑥ 子育て支援の取組 

※6 

実績 有 ０．５点 

実績 無 ０点 

⑦

⑤ 

ＩＳＯ１４００１の認証取得 

※75 

認証あり １点 

上記項目に該当しない ０点 

⑧

⑥ 

地域内における同一業種の施工実績 

（過去５年間：●年４月１日から技術資

料を提出する前日までに完了） 

※8※9※10※6※7※8 

実績 有 １点 

実績 無 ０点 

⑨

⑦ 

市内在住者の雇用率 

※11※9 

１０％以上 １点 

１０％未満 ０点 

⑩ 障害者雇用の取組 

※12 

実績 有 ０．５点 

実績 無 ０点 

⑪ 週休２日制の取組 

（過去２年間：●年４月１日以降） 

※13 

対象工事の施工実績 有 ０．５点 

対象工事の施工実績 無 ０点 

※1 建設業法に規定する建築工事業の営業登録をしている営業所に限ります。 

※2 災害協定等は、公共土木施設（道路・河川・公園等）に関する次のいずれかの内容で、

日進市と締結したものです。 

・災害時の対応（情報収集及び復旧）に関するもの。 

・緊急時な維持修繕（休日や夜間においても発注者の要請により出動、作業する 

もの。） 

※3 愛知県内における公共土木施設（道路・河川・公園等）の清掃活動。（企業単独によ

る任意活動を除きます。また、活動内容と活動期間が確認できる資料及び主催者から

の参加証明のあるものに限ります。なお、社員の個人的な活動ではなく、会社又は営

業所として取り組んでいる活動を対象とします。）表中、評価項目③のうち、二つ以

上の評価基準に該当する場合は、高い点数のみを加算します。 

※4 愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録を行っており、実績が確認できるものを

対象とします。 

「愛知県ファミリーフレンドリー企業」については登録証の写しを、「女性の活躍促

進宣言」については受理証明書の写しを添付してください。技術資料を提出する前日

までに受理したものを対象とします 

※5 次の①又は②の実績が確認できるものを対象とします。 

①あいち女性輝きカンパニー（愛知県）の認証 

②えるぼし又はプラチナえるぼし（厚生労働省）の認定 

※6 次の①又は②の実績が確認できるものを対象とします。 

①日進市子育て応援企業認定 

②トライくるみん、くるみん、又はプラチナくるみん（厚生労働省）の認定 
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※75 本件入札に参加する営業所が認証されていることが必要です。 

※86 日進市発注の工事を対象とします。 

※97 公共工事の分野が公告６－（５）に該当する分野で、工事実績情報システム（コリ

ンズ）に登録されている工事であることとします。 

※108 過去の共同企業体による実績は、当該共同企業体の出資比率３０％以上の構成員に

限り対象とします。 

※119 公告日時点の常時雇用する従業員数に対する日進市在住の従業員数の雇用率（小数

点以下第２位を四捨五入）とします。「常時雇用する従業員」とは、正社員、パート、

アルバイトなどの名称にかかわらず、次の①又は②のいずれかに該当する者とします。

①期間の定めなく雇用されている者②過去 1 年以上の期間について引き続き雇用さ

れている者又は雇い入れ時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる者（一定の

期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者であってその雇用契約期間が

反復更新されて、事実上①と同等と認められる者を含む。） 

※12 次の①又は②のいずれかに該当する実績とします。①障害者雇用状況の報告義務が

あり障害者法定雇用率を満たしていることが確認できること。②障害者雇状況の報告

義務がない場合は、常時雇用する従業員のうち障害者を１名以上雇用していることが

公告日時点で確認できること。 

※13 国（特殊法人等を含む。）、地方公共団体発注工事のうち、実績報告書等で週休２日 

制を実施したことが確認できるものを対象とします。 

 

（３）評価項目の審査 

加算点は、技術資料及び添付書類に基づき、（２）の評価基準で審査して算出します

ので、加算点のある評価項目については、確認のできる書類を提出してください。 

提出書類だけでは判断ができない場合、内容の確認や追加資料の提出を求めること

があります。提出した書類の記載内容が事実と違っていた場合は加点対象となりませ

ん。また、記載漏れについても書類の再提出は認められません。 

 

（４）特定建設工事共同企業体で入札参加する場合の評価項目の取扱い 

評価項目 評価対象※1 

ア－① 企業評価対象工事の施工実績 代表構成員 

ア－② 同一業種の工事成績 全構成員の該当業種工事全部 

※2 

ア－③ ＩＳＯ９００１の認証取得 

構成員のいずれか１者※3 

ア－④ 中長期的な担い手の確保 

ア－⑤ 建設機械の保有又は長期リース(1年以上) 

ア－⑥ 日進市建設工事優良施工業者表彰又は、国

土交通省、愛知県の優良工事表彰の受賞実

績 

イ－① 技術者の評価対象工事の施工実績 

代表構成員が配置する技術者 
イ－② 技術者の同一業種の工事成績 

イ－③ 継続教育(ＣＰＤ)の取組実績 

イ－④ 配置予定技術者の資格 

ウ－① 地域内における拠点の有無 

構成員のいずれか１者※3 

ウ－② 災害協定等締結の有無 

ウ－③ 愛知県内におけるボランティア活動実績

の有無 

ウ－④ ワーク・ライフ・バランスの取組「愛知県

ファミリーフレンドリー企業」の登録又は

「女性の活躍促進宣言」の有無 
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ウ－⑤ 女性活躍推進の取組 

ウ－⑥ 子育て支援の取組 

ウ－⑦

⑤ 

ＩＳＯ１４００１の認証取得 

ウ－⑧

⑥ 

地域内における同一業種の施工実績 

ウ－⑨

⑦ 

市内在住者の雇用率 

ウ－⑩ 障害者雇用の取組 

ウ－⑪ 週休２日制の取組 

※1 今回、特定建設工事共同企業体で入札に参加する場合の評価対象です。過去に共同企

業体で施工した場合の取扱いは、「（２）評価項目と評価基準」によります。 

※2 各構成員の工事成績点数を算出後に合算し、当該工事を施工した構成員数で割る（小

数点以下切捨て）ものとします。 

※3 ２者以上の構成員が該当する場合は、いずれか１者の構成員のみの実績とします。 

 

 問い合わせ先 

日進市蟹甲町池下２６８番地  日進市役所総務部行政課 契約担当 

電 話  ０５６１－７３－３４１９  ＦＡＸ  ０５６１－７３－６８４５ 


